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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報形成要素を表すオブジェクトを、情報形成シートのイメージ上に配置するためのオ
ブジェクト配置システムであって、
　前記オブジェクトおよび前記情報形成シートのイメージを表示する表示手段と、
　前記オブジェクトを移動させるオブジェクト移動手段と、
　前記オブジェクト移動手段の移動終了位置に基づいて、前記オブジェクトを配置する配
置手段と、を備え、
　前記配置手段は、前記移動終了位置が前記情報形成シートの外側の領域である制限領域
上である場合、前記オブジェクトの配置を禁止し、当該オブジェクトを、前記情報形成シ
ート内の内側の領域である有効形成領域のアウトラインをガイドとして、当該アウトライ
ンの内側に吸着配置させ、前記移動終了位置が前記制限領域の外側である場合、当該移動
終了位置に前記オブジェクトを配置することを特徴とするオブジェクト配置システム。
【請求項２】
　前記制限領域上とは、前記オブジェクトの一部が当該制限領域に重なる領域を指し、
　前記制限領域の外側とは、前記オブジェクトの一部が前記情報形成シートおよび当該制
限領域のいずれにも重ならない領域を指すことを特徴とする請求項１に記載のオブジェク
ト配置システム。
【請求項３】
　前記配置手段は、前記オブジェクトの配置が禁止された位置から直近に位置する前記ア
ウトラインをガイドとして、前記オブジェクトを吸着配置させることを特徴とする請求項
１または２に記載のオブジェクト配置システム。
【請求項４】
　前記情報形成要素は、点字パターンであり、
　前記情報形成シートは、点字が打刻される点字シートであり、
　前記有効形成領域は、前記点字シート内の領域である有効打刻領域であることを特徴と
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する請求項１、２または３に記載のオブジェクト配置システム。
【請求項５】
　前記配置手段は、前記有効打刻領域内において、点字打刻が不可能な打刻不可領域が存
在する場合、前記オブジェクトの当該打刻不可領域への配置を禁止することを特徴とする
請求項４に記載のオブジェクト配置システム。
【請求項６】
　前記打刻不可領域は、前記点字打刻を行う打刻機構および／または前記点字シートを送
る送り機構に応じて決定される領域であることを特徴とする請求項５に記載のオブジェク
ト配置システム。
【請求項７】
　前記表示手段は、前記オブジェクトが、前記有効打刻領域内に収まるように、前記オブ
ジェクトの大きさおよび配置に応じて、前記有効打刻領域および前記点字シートの大きさ
を可変することを特徴とする請求項４、５または６に記載のオブジェクト配置システム。
【請求項８】
　情報形成要素を表すオブジェクトを、情報形成シートのイメージ上に配置するためのオ
ブジェクト配置システムであって、
　前記オブジェクトおよび前記情報形成シートのイメージを表示する表示手段と、
　前記オブジェクトを移動させるオブジェクト移動手段と、
　前記オブジェクト移動手段の移動終了位置に基づいて、前記オブジェクトを配置する配
置手段と、を備え、
　前記配置手段は、前記移動終了位置が前記情報形成シート上である場合、当該情報形成
シート内の情報形成が可能な領域のみ、前記オブジェクトの配置を許可し、前記移動終了
位置が前記情報形成シートの外側の領域である制限領域の外側である場合、当該移動終了
位置に前記オブジェクトを配置することを特徴とするオブジェクト配置システム。
【請求項９】
　前記情報形成シート上とは、前記オブジェクトの一部が前記情報形成シートに重なる領
域を指し、
　前記制限領域の外側とは、前記オブジェクトの一部が前記情報形成シートおよび当該制
限領域のいずれにも重ならない領域を指すことを特徴とする請求項８に記載のオブジェク
ト配置システム。
【請求項１０】
　前記情報形成要素は、点字パターンであり、
　前記情報形成シートは、点字が打刻される点字シートであり、
　前記情報形成が可能な領域は、点字打刻が可能な打刻可能領域であることを特徴とする
請求項８または９に記載のオブジェクトの配置システム。
【請求項１１】
　前記打刻可能領域は、前記点字打刻を行う打刻機構および／または前記点字シートを送
る送り機構に応じて決定される領域であることを特徴とする請求項１０に記載のオブジェ
クト配置システム。
【請求項１２】
　情報形成要素を表すオブジェクトを、情報形成シートのイメージ上に配置するためのオ
ブジェクトの配置方法であって、
　前記情報形成シートの外側の領域である制限領域上では、前記オブジェクトの配置を禁
止し、当該オブジェクトを、前記情報形成シート内の領域である有効形成領域のアウトラ
インをガイドとして、当該アウトラインの内側に吸着配置させ、
　前記制限領域の外側では、前記オブジェクトを自由配置させることを特徴とするオブジ
ェクトの配置方法。
【請求項１３】
　情報形成要素を表すオブジェクトを、情報形成シートのイメージ上に配置するためのオ
ブジェクトの配置方法であって、
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　前記情報形成シート上では、当該情報形成シート内の情報形成が可能な領域のみ、前記
オブジェクトの配置を許可し、
　前記情報形成シートの外側の領域である制限領域の外側では、前記オブジェクトを自由
配置させることを特徴とするオブジェクトの配置方法。
【請求項１４】
　コンピュータを、請求項１ないし１１のいずれかに記載のオブジェクト配置システムに
おける各手段として機能させるためのプログラム。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】オブジェクト配置システム、オブジェクトの配置方法、プログラムおよび
記録媒体
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、情報形成要素を表すオブジェクトを、情報形成シートのイメージ上に配置す
るためのオブジェクト配置システム、オブジェクトの配置方法、プログラムおよび記録媒
体に関するものである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明は、このような問題点に鑑み、点字パターンなどの情報形成要素を表すオブジェ
クトを、当該情報形成要素を配置する情報形成シートのイメージ上の適切な位置に、容易
に配置するためのオブジェクト配置システム、オブジェクトの配置方法、プログラムおよ
び記録媒体を提供することを目的とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明のオブジェクト配置システムは、情報形成要素を表すオブジェクトを、情報形成
シートのイメージ上に配置するためのオブジェクト配置システムであって、オブジェクト
および情報形成シートのイメージを表示する表示手段と、オブジェクトを移動させるオブ
ジェクト移動手段と、オブジェクト移動手段の移動終了位置に基づいて、オブジェクトを
配置する配置手段と、を備え、配置手段は、移動終了位置が情報形成シートの外側の領域
である制限領域上である場合、オブジェクトの配置を禁止し、当該オブジェクトを、情報
形成シート内の内側の領域である有効形成領域のアウトラインをガイドとして、当該アウ
トラインの内側に吸着配置させ、移動終了位置が制限領域の外側である場合、当該移動終
了位置にオブジェクトを配置することを特徴とする。
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　上記のオブジェクト配置システムにおいて、制限領域上とは、オブジェクトの一部が当
該制限領域に重なる領域を指し、制限領域の外側とは、オブジェクトの一部が情報形成シ
ートおよび当該制限領域のいずれにも重ならない領域を指すことが好ましい。
　上記のオブジェクト配置システムにおいて、配置手段は、オブジェクトの配置が禁止さ
れた位置から直近に位置するアウトラインをガイドとして、オブジェクトを吸着配置させ
ることが好ましい。
　上記のオブジェクト配置システムにおいて、情報形成要素は、点字パターンであり、情
報形成シートは、点字が打刻される点字シートであり、有効形成領域は、点字シート内の
領域である有効打刻領域であることが好ましい。
　上記のオブジェクト配置システムにおいて、配置手段は、有効打刻領域内において、点
字打刻が不可能な打刻不可領域が存在する場合、オブジェクトの当該打刻不可領域への配
置を禁止することが好ましい。
　上記のオブジェクト配置システムにおいて、打刻不可領域は、点字打刻を行う打刻機構
および／または点字シートを送る送り機構に応じて決定される領域であることが好ましい
。
　上記のオブジェクト配置システムにおいて、表示手段は、オブジェクトが、有効打刻領
域内に収まるように、オブジェクトの大きさおよび配置に応じて、有効打刻領域および点
字シートの大きさを可変することが好ましい。
　本発明の他のオブジェクト配置システムは、情報形成要素を表すオブジェクトを、情報
形成シートのイメージ上に配置するためのオブジェクト配置システムであって、オブジェ
クトおよび情報形成シートのイメージを表示する表示手段と、オブジェクトを移動させる
オブジェクト移動手段と、オブジェクト移動手段の移動終了位置に基づいて、オブジェク
トを配置する配置手段と、を備え、配置手段は、移動終了位置が情報形成シート上である
場合、当該情報形成シート内の情報形成が可能な領域のみ、オブジェクトの配置を許可し
、移動終了位置が情報形成シートの外側の領域である制限領域の外側である場合、当該移
動終了位置にオブジェクトを配置することを特徴とする。
　上記のオブジェクト配置システムにおいて、情報形成シート上とは、オブジェクトの一
部が情報形成シートに重なる領域を指し、制限領域の外側とは、オブジェクトの一部が情
報形成シートおよび当該制限領域のいずれにも重ならない領域を指すことが好ましい。
　上記のオブジェクト配置システムにおいて、情報形成要素は、点字パターンであり、情
報形成シートは、点字が打刻される点字シートであり、情報形成が可能な領域は、点字打
刻が可能な打刻可能領域であることが好ましい。
　上記のオブジェクト配置システムにおいて、打刻可能領域は、点字打刻を行う打刻機構
および／または点字シートを送る送り機構に応じて決定される領域であることが好ましい
。
　本発明のオブジェクトの配置方法は、情報形成要素を表すオブジェクトを、情報形成シ
ートのイメージ上に配置するためのオブジェクトの配置方法であって、情報形成シートの
外側の領域である制限領域上では、オブジェクトの配置を禁止し、当該オブジェクトを、
情報形成シート内の領域である有効形成領域のアウトラインをガイドとして、当該アウト
ラインの内側に吸着配置させ、制限領域の外側では、オブジェクトを自由配置させること
を特徴とする。
　本発明の他のオブジェクトの配置方法は、情報形成要素を表すオブジェクトを、情報形
成シートのイメージ上に配置するためのオブジェクトの配置方法であって、情報形成シー
ト上では、当該情報形成シート内の情報形成が可能な領域のみ、オブジェクトの配置を許
可し、情報形成シートの外側の領域である制限領域の外側では、オブジェクトを自由配置
させることを特徴とする。
　本発明のプログラムは、コンピュータを、上記のオブジェクト配置システムにおける各
手段として機能させるためのものであることを特徴とする。
　本発明の記録媒体は、上記のプログラムを記録し、コンピュータ読み取り可能であるこ
とを特徴とする。
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　なお、以下の構成としても良い。
　本発明のオブジェクトの配置方法は、情報形成要素を表すオブジェクトを、情報形成シ
ートのイメージ上に配置するためのオブジェクトの配置方法であって、情報形成シートの
外側の領域である制限領域上では、オブジェクトの配置を禁止し、当該オブジェクトを、
情報形成シート内の領域である有効形成領域のアウトラインをガイドとして、当該アウト
ラインの内側に吸着配置させ、制限領域外では、オブジェクトを自由配置させることを特
徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　以下、添付の図面を参照して、本発明の一実施形態に係るオブジェクト配置システム、
オブジェクトの配置方法、プログラムおよび記録媒体について説明する。本発明は、情報
形成要素を表すオブジェクトを、情報形成シートのイメージ上の適切な位置に容易に配置
することを課題とするものである。そこで、本発明のオブジェクト配置システムを、視覚
障害者が認識可能な点字と、視覚障害を有しない晴眼者が視認可能な墨字とを同一テープ
上に配置した点字ラベルを作成するためのラベル作成システムに適用した場合を例に挙げ
て説明する。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　図１は、ラベル作成システムＳＹＳのシステム構成図である。図１に示すように、ラベ
ル作成システムＳＹＳは、テープＴ上に墨字印刷および点字打刻を行うラベル作成装置１
と、墨字印刷および点字打刻を行うための墨字データおよび点字データを生成し、これを
ラベル作成装置１に転送するパーソナルコンピュータ（以下、「ＰＣ」と表記する）５０
１とから成る。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　図２および図３は、それぞれラベル作成装置１の閉蓋状態および開蓋状態の外観斜視図
である。図３は、点字打刻を行う点字打刻部１５０を分かり易く示すため、装置ケース２
の一部を切り欠いて示している。図２および図３に示すようにラベル作成装置１は、装置
ケース２により外郭が形成されており、当該装置ケース２は、その前半部上面にキーボー
ド３が配置され、後半部上面には開閉蓋２１が取り付けられている。開閉蓋２１の内側に
は、テープカートリッジＣから繰り出されるテープＴに対して墨字印刷（文字や記号等の
キャラクタの印刷）を行う墨字印刷部１２０を有し、開閉蓋２１の右側（装置ケース２の
後半右部）には、テープＴが前半部から手差し挿入されることにより点字打刻を行う点字
打刻部１５０を有している。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００５０】
　ここで、図４を参照し、テープＴ（Ｔ３：テープ幅１２ｍｍ）上に形成される点字Ｂ（
６点点字Ｂ）について説明する。図４（ａ）は、文字情報「し」を表す点字（点字データ
）Ｂを示す図である。図４（ａ）に示すように、６点点字Ｂは、縦３個×横２個の６個の
点（打刻ポイント）で１マス２００が構成され、当該１マス２００で、１文字または濁点
等の属性が表現される。すなわち、縦３個の打刻列が２列以上配列されて点字配列が形成
される。なお、点字Ｂには、このような仮名文字や数字等を表す６点点字Ｂの他、漢字を
表す８点点字（１マスが縦４個×横２個の点で構成される点字）も使用されているが、８
点点字を形成するラベル作成装置においても本発明は当然適用可能である。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　６点点字Ｂは、１マス２００が縦３個×横２個の配置パターンで６個の打刻ポイント２
０１ａ～２０１ｆに分割されており、図４（ａ）では、６個の打刻ポイント２０１ａ～２
０１ｆのうち４個の打刻ポイント２０１ａ，２０１ｂ，２０１ｅ，２０１ｆが選択的に打
刻されて、テープＴ上に４個の打刻凸部２０２ａ，２０２ｂ，２０２ｅ，２０２ｆが形成
されている様子を示している。また、６個の打刻凸部２０２は、縦方向のピッチが略２．
４ｍｍ、横方向のピッチが略２．４ｍｍ、隣接マスの点までの（マス間）ピッチは略３．
２ｍｍとなっている。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
　図４（ｂ）は、打刻凸部２０２の断面形状である。図４（ｂ）に示すように、打刻凸部
２０２の形状は、角の丸まった円筒形である。なお、打刻凸部２０２の形状は、角の丸ま
った円筒形のものが良い（触感が良く好ましい）とされているが、他の形状、例えば半球
形、円錐形、四角錐形等であってもよい。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５４】
　次に、図５を参照し、打刻ユニット８０の詳細な構成について説明する。図５（ａ）は
打刻ユニット８０を図１における上側から見た平面図であり、図５（ｂ）は打刻ユニット
８０の断面図である。図５（ａ）は、墨字印刷後のテープＴ（テープ幅１２ｍｍ）が、打
刻テープ挿入口３１から手差し挿入によりテープ走行路７０に送り込まれ、打刻テープ排
出口３２に向かってテープＴが送られてゆく状態を示したものである。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
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　図５に示すとおり、打刻ユニット８０は、３個の打刻ピン４１を備えた打刻部材８１と
、これら打刻ピン４１の突き上げ（打刻）を受ける打刻受け部材８２とを備えており、打
刻受け部材８２の背面には、耐衝撃用のばね（図示省略）が組み込まれている。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５６】
　打刻部材８１は、テープ幅方向（図示左右方向）に沿って、２．４ｍｍの間隔で配列さ
れた３個の打刻ピン４１を備えており、６個の打刻ポイント２０１のうち縦３個の打刻ポ
イント２０１に対応していると共に、ソレノイド４７を駆動源とした直線運動をガイドす
る打刻ピンガイド４５によって、テープＴに対し垂直に保持されている。打刻ピン４１の
頭部４１ａは、打刻した打刻凸部２０２の形状が角の丸まった円筒形となるように、形成
されている。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６４】
　ところで、図６に示すように、テープＴには、墨字印刷部１２０において、打刻テープ
挿入口３１への挿入方向（テープ走行路７０への導入方向）を示す挿入マークＭ１と、テ
ープＴの上下（墨字Ｐおよび点字配列の上下と一致する）を示す上下マークＭ２とが、墨
字印刷部１２０により印刷される（テープＴ３参照）。また、これらのマークＭ１，Ｍ２
は、ラベル領域（ハーフカット線からテープ後端側の領域）の視認性を損ねることがない
ように、テープ先端部のハーフカット領域（ハーフカット線からテープ先端側の領域）に
印刷される。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７３】
　墨字ラベルＬＢ１を作成する場合（ＰＣ５０１から受信したデータが、墨字データのみ
の場合）は、図８（ａ）に示すとおり、まずテープカートリッジＣを装着し（１）、装着
されたテープカートリッジＣから墨字印刷部１２０へ送り出されたテープＴ上に、ＰＣ５
０１から受信した墨字データに基づいて墨字Ｐを印刷し（２）、印刷済みのテープＴ（墨
字ラベルＬＢ１）を排出する。作成された墨字ラベルＬＢ１には、工程（２）に伴ってそ
の先端部にハーフカットが施されるが、挿入マークＭ１や上下マークＭ２（図６参照）は
印刷されない。なお、墨字ラベルＬＢ１を作成する場合は、ハーフカットを行うか否かを
指定する手段をＰＣ５０１またはラベル作成装置１に設けても良い。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７４】
　一方、点字ラベルを作成する場合（ＰＣ５０１から受信したデータに、点字データが含
まれている場合）は、図８（ｂ）に示すとおり、テープカートリッジＣを装着し（１）、
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装着されたテープカートリッジＣから繰り出されたテープＴが墨字印刷部１２０へ送られ
ることによって墨字Ｐを印刷し（２）、印刷済みのテープＴを排出する。このとき、墨字
印刷部１２０では、ハーフカット領域に、挿入マークＭ１および上下マークＭ２を印刷す
ると共に、ハーフカットを施す（図６参照）。さらに、墨字印刷後のテープＴが、挿入マ
ークＭ１に従って手差し挿入され（２）、点字打刻部１５０へ送られると、当該テープＴ
に、ＰＣ５０１から受信した点字データに基づいて点字Ｂを打刻する（４）。作成された
点字ラベルＬＢ２は、墨字Ｐが印刷されると共に点字Ｂが打刻されており、上下マークＭ
２に従って貼着対象物に貼着されることにより利用される。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７８】
　図９（ａ）に示すように、テープ識別センサ１７１（図７参照）によるテープ幅の検出
結果が２４ｍｍ（テープＴ１）の場合、点字打刻領域Ｅｂは下段（ａ―１）、または上段
（ａ―２）の配置が設定可能となっている。ＰＣ５０１はこの点字位置（下点字または上
点字）を示すデータ（コマンド）を点字データに含めてラベル作成装置１に送信し、ラベ
ル作成装置１は、その点字位置を示すデータに基づいて、点字位置を判断する。そして、
点字打刻領域Ｅｂが下段（ａ―１）に設定されている場合（下点字と判断した場合）、墨
字印刷データブロック２３２内の墨字印刷データおよび点字打刻データブロック２３３内
の点字打刻データを読み出して、正方向で印刷／打刻する（墨字印刷データおよび点字打
刻データの先端側から印刷／打刻を行う）。また、点字打刻領域Ｅｂが上段（ａ―２）に
設定されている場合（上点字と判断した場合）、墨字印刷データブロック２３２内の墨字
印刷データおよび点字打刻データブロック２３３内の点字打刻データを後端側から読み出
して（反転処理して）印刷する（墨字印刷データおよび点字打刻データを１８０°回転さ
せた反転墨字Ｐ’および反転点字Ｂ’を印刷／打刻する）。これは、打刻ユニット８０が
テープ走行路７０の下側に寄った位置に臨んでいるため（図６参照）、テープＴの上側に
寄せて点字打刻を行う場合（上点字の場合）は、点字打刻領域Ｅｂが打刻ユニット８０に
臨むようにテープＴが後端側（墨字Ｐおよび点字配列によって上下を規定した場合の右側
）から挿入されるためである（（ａ－２：上点字）参照）。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７９】
　また、図９（ｂ）に示すように、テープ幅の検出結果が１８ｍｍ（テープＴ２）の場合
も、点字打刻領域Ｅｂは下段（ｂ―１）、または上段（ｂ―２）のいずれかが設定可能で
ある。また、この場合も、下点字（ｂ―１）に設定されている場合は墨字印刷データおよ
び点字打刻データを正方向で印刷／打刻し、上点字（ｂ―２）に設定された場合は墨字印
刷データおよび点字打刻データを１８０°回転させた状態で印刷／打刻する。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８０】
　また、図９（ｃ）に示すように、テープ幅の検出結果が１２ｍｍ（テープＴ３）の場合
は、テープ幅が点字１マス２００の大きさ（テープ幅方向長さ）を打刻可能な最低の長さ
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であるため（図４（ａ）参照）、点字打刻領域Ｅｂの配置は、上下中央となる。すなわち
、ＰＣ５０１によるレイアウト作成処理では、テープ幅を１２ｍｍに設定した場合、点字
打刻領域Ｅｂのテープ幅方向における配置は固定される(上点字、下点字の選択はできな
い)。したがって、テープ幅の検出結果が１２ｍｍの場合は、必ず墨字印刷データおよび
点字打刻データを正方向で印刷／打刻することとなる。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９３】
　図１１（ａ）に示すとおり、有効形成領域Ｚ１０は、テープイメージＴＩからテープ幅
方向において上下ｅだけ離間した辺と、テープイメージＴＩからテープ長方向においてｆ
ずつ離間した辺とから成る長方形であり、当該ｅおよびｆの長さは、印刷機構や送り機構
等によって定められる値である。なお、この初期画面で表示されるテープイメージＴＩお
よび有効形成領域Ｚ１０は、テープ幅に応じて予め定められている所定サイズであるが、
オブジェクト枠（墨字オブジェクトＯＢ１や点字オブジェクトＯＢ２の流し込み枠）の大
きさや配置によって可変する。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９４】
　図１１（ａ）において、ウィンドウメニューＭ１の中から「データ作成ウィンドウを開
く」が選択されると、図１１（ｂ）に示すように、レイアウトウィンドウＷ１と並べてリ
ストウィンドウＷ２を表示する。ここでは、ディスプレイＤの左半分の領域にレイアウト
ウィンドウＷ１を、またディスプレイＤの右半分の領域にリストウィンドウＷ２を表示す
る。なお、これらの領域はユーザの操作によってその割合を変更可能となっている。また
、ウィンドウＷ１，Ｗ２毎にデータ保存ができるようになっている。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９５】
　また、図１１（ｂ）に示すように、リストウィンドウＷ２には、Ａ列およびＢ列のセル
内に、それぞれ墨字情報および原文情報が入力される。なお、Ａ列とＢ列に入力される情
報は関連性が無くても良いし、同じ列に入力された情報を、墨字情報および原文情報とし
て利用しても良い。また、５行目に行番号「５」に付されているアスタリスクは、その行
のセルに入力された原文情報（Ｂ列の「10500円（税込）」）が、点字オブジェクトＯＢ
２への流し込み対象となっていることを示している。また、同セルが太枠で囲まれている
のは、そのセルが編集対象セルであることを示している。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９６】
　リストウィンドウＷ２への入力が終わると、続いて図１２（ａ）に示すように、点字属
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性ダイアログボックスＤＢ（図１２（ｂ）参照）を表示させるため、編集メニューＭ２の
中から「列属性」―「点字」が選択される。なお、ここで「点字」以外の「テキスト」，
「イメージ」，「バーコード」等が選択された場合は、墨字オブジェクトＯＢ１に流し込
む列が指定されることとなる。また、「バーコード」が選択された場合は、指定された列
をバーコード化したバーコード画像を墨字オブジェクトＯＢ１に流し込むこととなる。
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９７】
　図１２（ｂ）に示すように、点字属性ダイアログボックスＤＢでは、原文情報を列記し
た「入力列」と、その原文情報を点訳した点訳情報を列記する「点訳列」を指定可能とな
っている。ここでは、Ｂ列に原文情報が入力されているため（図１１（ｂ）参照）、入力
列がＢ列に指定され、点訳列がその隣のＣ列に指定された場合を例示している。
【手続補正２６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９９】
　一方、メッセージボックスＭＢ１で、「はい」が選択された場合は、点訳情報を上書き
する前に、点訳すると打刻可能な文字数を超えるか否かを判別し、打刻可能な文字数を超
える場合は、図１４（ｂ）に示すように、点訳されずに空白になる列が存在する旨のメッ
セージボックスＭＢ２を表示する。ここで、「打刻可能な文字数」とは、打刻ユニット８
０を駆動するソレノイド４７（図５参照）の正常な駆動が保証されている連続打刻文字数
の上限を指すものであり、具体的には５０字程度に設定される。このメッセージボックス
ＭＢ２で、「いいえ」が選択されると、点訳情報の上書きを中止する。
【手続補正２７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１００
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１００】
　一方、メッセージボックスＭＢ２で、「はい」が選択された場合は、さらにレイアウト
ウィンドウＷ１上に点字オブジェクトＯＢ２が存在するか否かを判別し、存在する場合は
、図１４（ｃ）に示すように、現存するテープ上の点字オブジェクトＯＢ２（流し込み枠
）を削除する旨のメッセージボックスＭＢ３を表示する。これは、１つのテープイメージ
ＴＩ上における点字オブジェクトＯＢ２の配置を１個に制限しているためである。このメ
ッセージボックスＭＢ３で、「いいえ」が選択されると、再度点字属性ダイアログボック
スＤＢを表示する。
【手続補正２８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０１】
　一方、メッセージボックスＭＢ３で、「はい」が選択された場合は、テープイメージＴ
Ｉ上の既存の点字オブジェクトＯＢ２を削除し、Ｃ列に点訳情報を入力する（図１３（ａ
）参照）。なお、図１３（ａ）は、Ｃ列に点訳情報が入力され、さらにレイアウトウィン
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ドウＷ１に点字パターンの流し込みが行われた状態を示しているが、点訳情報への変換を
行った直後のレイアウトウィンドウＷ１は、図１１（ｂ）のままである（点字オブジェク
トＯＢ２は表示されない）。点訳情報の変換は、図１３（ａ）および（ｂ）に示すように
、点字変換規則（分かち書き規則）に従って、例えば原文情報「1050円（税込）」は点訳
情報「１０５０＿エン（ゼイコミ）」に、また原文情報「10500円（税込）」は点訳情報
「１マン　５００＿エン（ゼイコミ）」に変換される。なお、入力された点訳情報は、リ
ストウィンドウＷ２上において適宜修正可能となっている。
【手続補正２９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０２】
　続いて、図１３（ａ）の画面における、点字パターンの流し込みおよび配置について説
明する。点字パターンの配置は、Ｂ列（原文情報の列）の列属性ボタンＢＴ１またはＣ列
（点訳情報の列）の列属性ボタンＢＴ２をクリック／ドラッグして（移動手段）、テープ
イメージＴＩ上にドロップすることにより行われる（配置手段）。このとき、Ｂ列の指定
されたセル（アスタリスクの付いた行に該当するセル）の情報を読み出し（情報読み出し
手段）、点字オブジェクトＯＢ２には、当該原文情報に対応する（アスタリスクの付いた
行の）点訳情報（「１マン　５００＿エン（ゼイコミ）」）を変換した点字パターンが展
開される（変換手段）。また、流し込みにより、ラベル作成装置１への情報送信（点字打
刻指示）に伴って、セルの行番号順に読み出す情報が変化し、その変化する情報に従って
印刷される点字パターンも変化する（インポート手段）。したがって、ユーザは墨字印刷
および／または点字打刻の指示を行うだけで、続いて印刷／打刻する情報を指定すること
なく、内容の異なる点字ラベルを作成することができる。なお、点訳情報の修正が行われ
た場合は、その修正後の点訳情報に基づく点字パターンが展開される。
【手続補正３０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０７】
　また、同じくテープイメージＴＩ上に配置されている通常テキストＴＸ１「円（税込価
格）」は、テープイメージＴＩ上に直接書き込まれた情報である。したがって、墨字オブ
ジェクトＯＢ１や点字オブジェクトＯＢ２に流し込まれるデータに関わらず、その位置は
固定されている（図１５（ｂ）参照）。また、通常テキストＴＸ１の配置は、テープイメ
ージＴＩ内であれば任意である。
【手続補正３１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０９】
　ここで、図１５を参照し、点字オブジェクト枠の可変処理について詳細に説明する。図
１５（ａ）および（ｂ）は、テープイメージＴＩの上段に、墨字オブジェクトＯＢ１と通
常テキストＴＸ１を配置し、テープイメージＴＩの下段に点字オブジェクトＯＢ２と通常
テキストＴＸ２を配置した場合の一例を示している。なお、ここでは、通常テキストＴＸ
２をテープの右下付近に配置すべく（また点字オブジェクトＯＢ２の配置も考慮し）、予
めテープイメージＴＩを、図１５（ａ）に示すようにテープ幅方向に広げた状態で点字オ
ブジェクト枠へのインポートを行ったものとする。また、図１５（ａ）は、原文情報「10
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50円（税込）」の点訳パターン（点訳情報「１０５０＿エン（ゼイコミ）」）のインポー
トを行った場合、図１５（ｂ）は、原文情報「10500円（税込）」の点訳パターン（点訳
情報「１マン　５００＿エン（ゼイコミ）」）のインポートを行った場合を示している。
【手続補正３２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１０】
　図１５（ａ）に示すように、点訳情報「１０５０＿エン（ゼイコミ）」の点訳パターン
をインポートした場合、点字オブジェクトＯＢ２は、通常テキストＴＸ２とは重なってい
ない。ところが、図１５（ｂ）に示すように、点訳情報「１マン　５００＿エン（ゼイコ
ミ）」の点訳パターンをインポートした場合は、点字マス数の増加（４マス分）により、
点字オブジェクトＯＢ２の枠が広がり、点字オブジェクトＯＢ２の後端側が通常テキスト
ＴＸ２と重なっている。このように、点字オブジェクトＯＢ２枠は点字パターン（流し込
みデータ）によってその長さが可変するため、図１５のようなレイアウトの場合、通常テ
キストＴＸ２と重なってしまうこともあるが、重記した情報が点字Ｂと墨字Ｐであるため
重なっても成果物には問題はない。しかも、テープＴを有効利用できるという利点もある
。
【手続補正３３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１１】
　ところで、図１５（ｂ）に示すように、テープイメージＴＩの後端は、点字オブジェク
トＯＢ２の後端（右辺）から所定の余白（下点字配置時の後打刻余白ｄ２，図１７参照）
を存した位置でカットされるように表示される。これは、点字打刻の際のテープ送りのず
れを考慮したものであり、自動的に設定される余白である。したがって、ユーザが編集に
よりこれ以上テープ長を短く設定することはできない。なお、図１５（ａ）の場合は、点
字オブジェクトＯＢ２の後端（右辺）から所定の長さ以上の余白があるため、予めユーザ
が設定した長さのままとなっている。
【手続補正３４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１３】
　一方、墨字オブジェクトＯＢ１の場合、図１５（ａ）では墨字情報「1050」をインポー
トし、図１５（ｂ）では墨字情報「10500」をインポートしている。このとき、墨字オブ
ジェクトＯＢ１の枠サイズが、墨字情報「1050」に合わせて設定されているとすると、図
１５（ｂ）に示すように、墨字情報「10500」は、そのオブジェクトの大きさに合わせて
縮小される。これは、墨字オブジェクトＯＢ１の場合、通常テキストＴＸ１（「円（税込
価格）」）と重なると、重なり合った部分の墨字の視認性を妨げてしまうためである。
【手続補正３５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１８】
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　また、墨字オブジェクトＯＢ１の場合は、リストウィンドウＷ２の対象列（Ａ列）の対
象セルによってデータが異なる場合でも、配置を保たなければオブジェクト同士が重なる
などの不都合があるため、固定サイズであるが、点字オブジェクトＯＢ２の場合は、１つ
のみしか存在し得ないこと、また墨字Ｐを印刷するための情報（墨字オブジェクトＯＢ１
や通常テキストＴＸ）と重なったとしても点字Ｂの識別が可能であるため、可変長として
も問題はなく、容易に配置することができる。しかも、墨字Ｐとの重なりを気にせず、必
要最低限のラベル長さの中に効率良く点字オブジェクトＯＢ２を配置することができると
いった利点もある。
【手続補正３６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２４】
　例えば、図１６（ａ）に示すように、画像ＩＭ１、画像ＩＭ２および通常テキストＴＸ
３を配置したテープイメージＴＩ上に、図１６（ｂ）に示すように、点字オブジェクトＯ
Ｂ２を配置し、さらに画像ＩＭ２の修正を行いたい場合を想定する。この場合、点字オブ
ジェクトＯＢ２の配置（移動）が有効形成領域Ｚ１０内に限られてしまうと、（１）点字
オブジェクトＯＢ２を上に移動するか、（２）点字オブジェクトＯＢ２の重ね順を画像Ｉ
Ｍ２より下位にしてから、画像ＩＭ２を修正する必要がある。ところが、（１）の場合は
、上に配置している通常テキストＴＸ３が隠れてしまうため、全体の構成が確認しづらく
なってしまう。また、（２）の場合は、点字パターンが確認できないため、成果物の正当
性を判断できない。また、テープ幅が狭い場合は（テープ幅１２ｍｍのテープＴ３など，
図６参照）、（１）のように上に移動して配置することもできないため、さらに編集が困
難である。
【手続補正３７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２６】
　図１７は、テープイメージＴＩ内外における点字オブジェクトＯＢ２の配置制限を説明
するための図である。ここでは、図１７（ａ）に示す点字オブジェクトＯＢ２（原文情報
「あいう」、点訳情報「アイウ」に基づく点字パターン）を、図１７（ｂ）に示す２４ｍ
ｍ幅のテープＴ１のテープイメージＴＩ上に配置するものとする。また、図１７（ａ）に
示すように、点字オブジェクトＯＢ２の大きさは、最上部の打刻ポイント（例えば２０１
ａ）の上端から最下部の打刻ポイント（例えば２０１ｃ）の下端までの長さ（テープ幅方
向長さａ）と、最初の点字マス２００の打刻ポイント（例えば２０１ａ）の左端から最後
の点字マス２００の打刻ポイント（例えば２０１ｄ）の右端までの長さ（テープ長方向長
さｂ）とによって規定されるものとする（図４（ａ）参照）。したがって、点字オブジェ
クトＯＢ２のテープ幅方向長さａは、点字パターン（流し込みデータ，点訳文字数）に依
らず固定値となり、テープ長方向長さｂは、点字パターンに応じて可変する可変値となる
。
【手続補正３８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２８】
　ところで、上記の大きさの点字オブジェクトＯＢ２をテープイメージＴＩ上に配置しよ
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うとした場合、テープイメージＴＩ外においては、図１７（ｂ）に斜線で示す制限領域Ｚ
０上の配置が禁止される。但し、制限領域Ｚ０外では、点字オブジェクトＯＢ２を自由配
置（任意の位置に配置）できるようになっている。この制限領域Ｚ０は、テープイメージ
ＴＩからテープ幅方向（図示上下方向）においてａずつ上下に離間した辺と、テープイメ
ージＴＩからテープ長方向（図示左右方向）においてｂずつ離間した辺とから成る長方形
を外枠とし、この長方形からテープイメージＴＩ領域を除いた領域を指すものである。す
なわち、この制限領域Ｚ０外部から点字オブジェクトＯＢ２を配置しようとすると、図１
７に網掛けで示す打刻可能領域Ｚ１１，Ｚ１２に吸着配置される。
【手続補正３９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３２】
　ここで、図１８ないし図２０を参照し、点字オブジェクトＯＢ２の吸着配置について説
明する。図１８は、点字オブジェクトＯＢ２を、制限領域Ｚ０外且つ右下側からドラッグ
された場合の吸着配置を示したものである。図１８（ａ）に示す位置から点字オブジェク
トＯＢ２が制限領域Ｚ０や打刻不可領域Ｚ２１，Ｚ２２上にドロップされると（移動終了
位置が制限領域Ｚ０や打刻不可領域Ｚ２１，Ｚ２２上であると）、図１８（ｂ）に示すよ
うに、打刻可能領域Ｚ１２の右側に（点字オブジェクトＯＢ２の右辺と打刻可能領域Ｚ１
２の右辺とが重なるように）吸着配置される。すなわち、ドロップ位置から直近の打刻可
能領域Ｚ１１，Ｚ１２内の位置に点字オブジェクトＯＢ２を配置させる。言い換えれば、
点字オブジェクトＯＢ２の配置が禁止された位置から直近に位置する打刻可能領域Ｚ１１
，Ｚ１２のアウトラインをガイドとして吸着配置させる。
【手続補正４０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３４】
　また、図１９（ａ）に示すように、点字オブジェクトＯＢ２が、制限領域Ｚ０外且つ右
上側からドラッグされる場合は、図１９（ｂ）に示すように、打刻可能領域Ｚ１１の右側
に（点字オブジェクトＯＢ２の右辺と打刻可能領域Ｚ１１の右辺とが重なるように）吸着
配置される。
【手続補正４１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３５】
　さらに、図２０（ａ）に示すように、点字オブジェクトＯＢ２が、制限領域Ｚ０外且つ
中央下側からドラッグされる場合は、図２０（ｂ）に示すように、テープ長方向（左右方
向）の位置はドロップ位置のままで、そこから直近の打刻可能領域Ｚ１２のアウトライン
をガイドとして（点字オブジェクトＯＢ２の下辺と打刻可能領域Ｚ１２の下辺とが重なる
ように）吸着配置される。
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